
滋賀県地域情報化推進会議  
第 41 回総会 

 

 

【議案】 

第１号議案 副会長の改選について 



滋賀県地域情報化推進会議規約 
 

第１章 総則 
 （名称） 
第１条 本会は、滋賀県地域情報化推進会議（以下「推進会議」という。）と称する。 
 （目的） 
第２条 推進会議は、安全・安心で豊かな地域社会を築くために、企業、経済団体、学術研究機関、

自治体等がお互いに連携・協調を図り、情報化意識の高揚と地域情報化への取り組みを進めることを
目的とする。 

 （業務） 
第３条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について活動を行う。 
（１）会員相互間の情報交換や交流に関すること 
（２）地域情報化関連の資料収集と提供に関すること 
（３）情報通信技術活用の調査研究や提言等に関すること 
（４）豊かな地域社会を築く情報化の普及啓発、人材育成のための研修等に関すること 
（５）産学官連携による地域情報化活動の支援に関すること 
（６）その他推進会議の目的に資する事項 
 

第２章 会員 
 （会員） 
第４条 推進会議は、普通会員および特別会員で構成する。 
（１）普通会員は、推進会議の目的に賛同する自治体、法人、団体等とする。 
（２）特別会員は、会長が本会の目的を達成するために必要と認めたものとする。 
 （会費） 
第５条 普通会員は、別に定める会費を納入する。 
 （入退会） 
第６条 推進会議に入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出しなければならない。 
２ 会員が退会する場合には、書面によって事務局に届け出るものとする。 
 

第３章 役員 
 （役員） 
第７条 推進会議に次の役員を置く。 

会長 １名 
副会長 若干名 
監事 ２名 

 （役員の選任） 
第８条 会長、副会長、監事は、総会において普通会員の代表者および特別会員の中から選任する。 
 



 （役員の職務） 
第９条 会長は、推進会議を代表し、業務を総括する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した順序によりその業務を代
行する。 
３ 監事は、推進会議の業務および会計を監査する。 
 （役員の任期） 
第 10 条 役員の任期は、２事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 
３ 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければ
ならない。 
 （顧問および参与） 
第 11 条 推進会議に、顧問および参与を置くことができる。 
２ 顧問および参与は、会長が委嘱する。 
 

第４章 総会 
 （総会） 
第 12 条 総会は、会員をもって構成する。 
２ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 
３ 総会は、次の事項を審議し、決定する。 
（１）事業計画および収支予算 
（２）事業報告および収支決算 
（３）規約の変更 
（４）その他推進会議の運営に関する重要事項 
 

第５章 運営委員会 
 （運営委員会） 
第 13 条 推進会議に、運営委員会を置く。 
２ 運営委員会は、運営委員で構成する。 
３ 運営委員は、会長が指名する。 
４ 運営委員会には、委員長を置き、委員長は運営委員の互選により選出する。 
５ 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。 
（１）総会に付議すべき事項に関すること 
（２）その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること 
６ 運営委員会は、第３条に定める業務の執行に関する企画、立案にあたる。 
  
 
 
 



第６章 部会 
 （部会） 

第 14 条 推進会議は、必要に応じて特定の事業、プロジェクトごとに部会を置くことができる。 
２ 部会の構成、設置および運営に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て、会長が別に定め
る。 

 
第７章 会計 

 （経費） 
第 15 条 推進会議に要する経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。 
（会計年度） 
第 16 条 推進会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 

第８章 事務局 
 （事務局） 
第 17 条 推進会議の事務局は、滋賀県総合企画部 DX 推進課に置く。 
 

第９章 補則 
 （細目） 
第 18 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な細目は、会長が別に定める。 
 

付 則 
１ この規約は、昭和６３年３月２４日から施行する。 
２ 設立当初の役員の任期は、第９条の規定にかかわらず、昭和６４年３月末日までとする。 
３ 設立当初の会計年度は、第１５条の規定にかかわらず、設立の日から昭和６３年３月末日まで
とする。 

付 則 （平成２年６月１２日変更） 
この規約は、平成２年４月１日から施行する。 

付 則 （平成４年６月１２日変更） 
１ この規約は、平成４年４月１日から施行する。 
２ この規約施行の際、改正前のしがニューメディア推進連絡会議規約第１２条第２項の規定により
幹事 

に委嘱されている者は、改正後の滋賀県高度情報化推進会議規約第８条第２項の規定により幹
事に委嘱されたものとし、その任期は、平成５年３月３１日までとする。 

付 則 （平成１３年６月２８日変更） 
この規約は、平成１３年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年７月１７日変更） 
この規約は、平成１５年４月１日から施行する。 

付 則（平成１８年６月５日変更） 



この規約は、平成１８年６月５日から施行する。 
付 則（平成１９年６月１日変更） 

この規約は、平成１９年６月１日から施行する。 
付 則（平成２１年６月１６日変更） 

この規約は、平成２１年６月１６日から施行する。 
付 則（平成２３年６月２８日変更） 

この規約は、平成２３年４月１日から施行する。 
付 則（平成２８年６月２７日変更） 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
付 則（令和元年７月９日変更） 

この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 
付 則（令和４年 10 月 11 日変更） 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



令和７年４月１日 現在

滋賀県地域情報化推進会議 会員名簿

NO 種別 会員名称 NO 種別 会員名称

企業 41 2 滋賀県行政書士会

1 1 株式会社あいコムこうか 地方公共団体（市町、県）

2 1 アインズ株式会社 42 3 大津市

3 1 綾羽株式会社 43 3 彦根市

4 1 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 44 3 長浜市

5 1 株式会社エフレボ 45 3 近江八幡市

6 1 株式会社FMおおつ 46 3 草津市

7 1 近江ディアイ株式会社 47 3 守山市

8 1 キステム株式会社 48 3 栗東市

9 1 株式会社京都新聞社滋賀本社 49 3 甲賀市

10 1 京都信用金庫滋賀本部 50 3 野洲市

11 1 京都電子計算株式会社 51 3 湖南市

12 1 株式会社滋賀銀行 52 3 高島市

13 1 株式会社ZTV滋賀放送局 53 3 東近江市

14 1 ソーシャルデータバンク株式会社 54 3 米原市

15 1 ソフトバンク株式会社 CSR本部 地域CSR3部 55 3 日野町

16 1 株式会社ディジ・テック 56 3 竜王町

17 1 株式会社ナユタ 57 3 愛荘町

18 1 東芝データ株式会社 58 3 豊郷町

19 1 NTT西日本株式会社滋賀支店 59 3 甲良町

20 1 日本ソフト開発株式会社 60 3 多賀町

21 1 日本放送協会大津放送局 61 3 滋賀県

22 1 野村證券株式会社大津支店 NPO法人

23 1 株式会社パスコ滋賀支店 62 4 特定非営利活動法人琵琶故知新

24 1 東近江ケーブルネットワーク株式会社 学術研究機関等

25 1 びわ湖放送株式会社 63 5 国立大学法人滋賀大学

26 1 富士通Japan株式会社 64 5 公立大学法人滋賀県立大学

27 1 株式会社平和堂 65 5 学校法人立命館 立命館大学

28 1 株式会社HONKI 66 5 学校法人龍谷大学

29 1 RichForward株式会社 67 5 八村 広三郎（特別委員・元会長）

各種団体等 68 5 仲谷 善雄（特別委員・前会長）

30 2 滋賀県中小企業団体中央会

31 2 滋賀県町村会

32 2 滋賀県農業協同組合中央会

33 2
公益社団法人日本青年会議所近畿地区滋賀ブロック協議
会

34 2 一般社団法人滋賀経済産業協会 計 種別 会員数まとめ

35 2 滋賀経済同友会 29 １ 企業

36 2 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 12 ２ 各種団体等

37 2 滋賀県市長会 20 ３ 地方公共団体（市町、県）

38 2 滋賀県商工会議所連合会 1 ４ ＮＰＯ法人

39 2 滋賀県商工会連合会 6 ５ 学術研究機関等

40 2 滋賀県信用金庫協会 68 (合計)



第１号議案 

副会長の改選について 

滋賀県地域情報化推進会議 

 



任期：令和9年3月31日まで

職名 所属 役職 氏名 摘要

会  長 滋賀大学 データサイエンス学部教授 田中 琢真 留任

副会長 滋賀県市長会（滋賀県野洲市長） 櫻本 直樹 留任

副会長 滋賀県商工会議所連合会 会長 高橋 祥二郎 新任

監  事 滋賀県町村会（滋賀県豊郷町長） 会長 伊藤 定勉 留任

監  事 日本放送協会大津放送局 技術部長 山元 良男 留任

（順不同、敬称略）

副会長について、滋賀県商工会議所連合会の会長に異動があったことから、上表赤字部分のとおり提案する。

滋賀県地域情報化推進会議　役員選任（案）


